
1 

様式第３号　　　　　　　　　　　　　　　会　議　録 

 　会　議　名 

（審議会等名）

令和６年度第４回　川西市子ども・若者未来会議

 　事　務　局 

（担　当　課）

川西市 

こども未来部こども政策課　　　内線（３４４１）

 　開　催　日　時 日時　令和６年10月15日（火）17時～19時

 　開　催　場　所 ハイブリット会議　市役所４階庁議室(Zoom併用）

       

出 

 席 

 者

委　員

（会長） 

農野会長 

（委員） 

玉木委員、久保田委員、濱添委員、藏原委員、水家委員、岡委員、丸野委員、髙田委員、小

野委員

 

事務局

こども未来部長　岡本　敬子 

こども未来部副部長　増田　善則 

こども未来部こども政策課長　柳本　一志 

こども未来部こども政策課　中村　陵 

こども未来部こども政策課　窪田　裕一 

こども未来部こども政策課　坂本　拓麻 

こども未来部副部長兼こども若者相談センター所長　木山　道夫 

こども未来部こども支援課長　鈴木　学 

教育推進部長　中西　哲 

教育推進部　理事（教育保育・インクルーシブ推進担当）下内　卓夫 

入園所相談課長　橋川　貴夫 

入園所相談課留守家庭児童育成クラブ担当課長　川本　圭亮 

教育保育課長　三石　基文 

教育保育課　課長補佐　小林　文恵

 　傍聴の可否 　可・不可・一部不可 　傍聴者数 １１人

 傍聴不可・一部不可

の場合は、その理由

  

　会　議　次　第 

 

１．開会 

２．議事 

（１）報告事項 

①第６回（仮称）こども参加条例検討部会等の報告について 

（２）協議事項 

②（仮称）こども・若者参加条例 答申内容（案）について 

③第２期川西市子ども・若者未来計画（事務局案）等について 

３．その他 

４．閉会 
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 審　議　経　過（要旨） 

１．開会 

（事務局） 

事務局の挨拶、通信の確認、欠席委員の確認、資料の確認 

 

２．議事 

（会長） 

今回の会議で条例を固め、計画についてご意見いただきながら、パブリックコメントに向かう形にな

ります。円滑な会議の進行にご協力をよろしくお願いします。 

 

（報告事項） 

① 第６回（仮称）こども参加条例検討部会等の報告について 

 

（会長） 

報告事項です。「第６回（仮称）こども参加条例検討部会等の報告について」について、事務局からご説明

お願いします。 

 

（事務局） 

資料１をご覧ください。こちらの資料は、第６回こども参加条例検討部会に資料として提出しました。９

月 14日に行われた、こども・若者による検討部会の内容の資料です。こども・若者による部会において、条

例の前文のうち、「こども・若者が自分の意見や考えを表明するときに大切にしてほしいこと」について、各

グループで話し合って発表していただきました。各グループの発表内容は記載の通りとなっており、この発

表内容をベースに前文の内容を修正しております。修正後の前文の内容等については、次の協議事項、条例

の答申内容の中でご確認お願いします。次のページは、こども家庭庁が開催する「こども・若者参画及び意

見反映専門委員会 こども・若者ヒアリング」についてです。国が行っているヒアリングです。詳細について

は記載の通り、本市から３名のこども・若者委員にご参加いただいております。次回のこども・若者による

部会は、令和７年３月ごろを予定しております。また、資料１の参考については、９月 14 日に行われた第４

回こども・若者部会の全体的な内容をまとめたチラシです。参考としてご覧ください。 

 

（会長） 

部会長にいろいろとご足労いただきまして、ありがとうございます。11 月４日に答申をするという段取り

になっております。今のご報告に関して、委員の先生方から何かご意見、ご質問等ございますか。 

 

（委員） 

質問です。ヒアリングについて、10名のうち３名が川西市からご参加いただきましたが、どのような内訳

でしたか。 

 

（事務局） 

３名の内訳は、中学生１名、大学生１名、20 代の若者１名です。 
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 （委員） 

これは抽選でしょうか。偶然、学年が分かれたのでしょうか。 

 

（事務局） 

参加の仕方に東京に直接行く対面とオンラインの２種類があり、対面のほうは非常に多くの参加申込みを

いただき抽選になっております。オンラインは、参加申込みが少なかったので抽選ではありません。 

 

（委員） 

９月 14日に見学をさせていただき、こども・若者が活発にリラックスして意見を言い合っていました。言

いにくい部分があったかと思いますが、グループをいくつか作り、何回も参加してくれたこども・若者が楽

しく意見交換をしていたと思います。それはとても良かったと思っています。 

 

（２）協議事項 

②（仮称）こども・若者参加条例 答申内容（案）について 

 

（会長） 

条例の答申案についてご説明お願いします。玉木副会長からご説明いただけると伺っています。こども参

加条例検討部会の部会長を務めていただいた玉木副会長、よろしくお願いします。 

 

（副会長） 

これまで本条例についてご審議いただき誠にありがとうございました。この条例は、「全てのこども・若者

の基本的人権が保障される社会の実現をめざして、こども・若者の意見を表明する機会並びにまちづくり及

び多様な社会的活動に参加する機会を保障するため、川西市、育ち学ぶ施設、保護者、団体及び市民等の役

割を明らかにするとともに、一人ひとりのこども・若者を真ん中において、市、育ち学ぶ施設、保護者、団体

及び市民等が相互に協力することで、こどもや若者が幸せに暮らし、笑顔あふれるこども・若者の成長を通

してあらゆる市民が幸せを感じられるまちを実現することを目的」として検討してまいりました。条例の検

討にあたり、こども・参加条例検討部会の委員だけでなく、川西市にお住いのこども・若者にも条例につい

て検討していただきました。 

これまで制定された条例の多くが大人の視点で作成、検討されていたと思いますが、この条例はこども・

若者の考えをできる限り反映できるよう検討してまいりました。こども・若者の考えを特に反映しているの

は前文の部分です。この条例はこども・若者を中心に検討しているため、前文にこども・若者が考えた内容

を示しております。こども・若者委員が検討していただいている様子は、本日配布されている資料１参考に

も示されております。この他の日にも集まっていただき一生懸命検討していただいておりました。そこで提

案された内容について前文に示しております。こども・若者の考えを受け、川西市としてこの条例を制定す

る意義を示し、こども・若者にとって最善の利益が図られる街の実現をめざしていきたいという思いで、こ

の条例を作成しております。本条例は 19条で構成されております。時間の都合上、一つ一つご説明できませ

んが、条例の内容については、これまで「検討する」や「試みる」ものではなく、できる範囲で実際に実施し

ていくことを念頭に置いて作成しております。また、こども・若者が意見を表明でき、まちづくりに参加で

きるような内容にしております。本条例の作成にあたり、お忙しい中、アンケートやヒアリング調査に多く

のご協力がありました。ここで御礼を申しあげたいと思います。誠にありがとうございました。ご検討よろ
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 しくお願いします。 

 

（会長） 

この答申案に関して、委員の先生方からぜひご意見をいただきたいです。いかがでしょうか。 

 

（委員） 

途中から読ませていただきますけど、「こども・若者の年齢、成長等の状況に応じて、ふさわしい意見表明・

参加の機会を保障するよう努めるものとする」と書いてありますが、何をもって「ふさわしい」のか、誰が

「ふさわしい」と判断するものなのでしょうか。これはなくても意味は通じるのではないかと思います。「状

況に応じた、意見表明・参加の機会を保障するように努めるとする」でも問題ないと思います。事務局のご

意見を聞かせていただきたいです。 

 

（会長） 

これは条例案の何ページですか。 

 

（委員） 

10 条です。 

 

（会長） 

第 10条の「ふさわしい意見表明」でしょうか。この趣旨としては、年齢、成長の状況に応じた意見を拾い

上げるということでしょうか。事務局、いかがでしょうか。 

 

（事務局） 

年齢、成長等の状況に応じて、意見表明・参加の機会を柔軟に対応するという趣旨で、それぞれの状況に応

じた「ふさわしい」という文言を入れています。なくても意味は通じますが、より良いものを選ぶという意

思表示をしているところなので事務局としては残したいと思います。しかし、表現として好ましくないので

あれば、削除することも検討したいと思います。 

 

（会長） 

他の委員の先生方の意見もいただきたいです。部会長、何かございますか。 

 

（部会長） 

この点は、発達段階に応じて、その子に応じて、という意味合いもあるので、「ふさわしい」という表現を

使っていました。なくても通じるのはご指摘の通りだと思います。 

 

（会長） 

むしろ「ふさわしい」と入れることでバイアスがかかる懸念もあります。他の委員の先生方、いかがでしょ

うか。 
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 （委員） 

この「ふさわしい」が、どこに係るのでしょうか。こどもらしい意見を吸い上げるみたいな「ふさわしい」

とすると、趣旨と全く違うものになってしまいます。つまり、「機会」に係れば良いと思います。このままで

はふさわしい意見という意味にもできてしまうので、文言を変えて機会を保証するという文章にしてもよい

のではないかと思いました。 

 

（会長） 

他にご意見ございますか。なくてもよい感じがしますが、玉木部会長、いかがですか。 

 

（部会長） 

ここでこの言葉だけの検討するのかどうか、また時間をいただければと思います。必ず削除したほうがよ

いのか、会長ともご相談すると思います。 

 

（会長） 

部会長とご相談して判断するということでご了承いただけますか。何かございますか。 

 

（委員） 

条例案の資料の３ページを見ると、第８条（保護者の役割）と第 10 条（市民等の役割）に「ふさわしい」

とあるので、「ふさわしい」について検討される場合は第８条の表現も考えてほしいと思います。 

 

（会長） 

第８条と第 10条以外にもう１か所あったでしょうか。原本はワードでしょうか。一度「ふさわしい」を用

語検索したほうが良いかもしれません。他にご意見ございますか。 

 

（委員） 

今日の差し替えで、どこが違うか分かりませんでした。単に項目の差し替えなのか内容の差し替えなのか。

どこが差し替えになったのか確認したいです。 

 

（事務局） 

差し替え内容ですが、19 条の細かい文言が変わっていますが、大きな内容は全く変わっていないので、内

容の検討について影響はないものとお考えください。 

 

（会長） 

よろしいでしょうか。 

 

（委員） 

分かりました。 

 

（会長） 

他にいかがでしょうか。 
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 （委員） 

以前にも質問させていただいたかと思いますが、今回、参加条例で出されている第２条の若者の定義につ

いて、「18 歳から 29 歳までの全ての者」となっていますが、その根拠となる後述の「３．こども・若者の意

見表明に関するアンケート調査」の調査対象で、30 歳以上、若者だと思いますが。失礼しました。私の勘違

いです。30 歳以上にもアンケートを取っていて、条例では 29 歳までが若者で、以前は 39 歳までだったと思

うのですが、18 歳から 29 歳までという定義のまま条例の中では見込まれているのか、どうでしょうか。 

 

（事務局） 

こども・若者と対比する形で、おとなの意見も聴取する必要があったので、30歳以上にアンケートを取り

ました。こども・若者の定義が 29 歳までというのは考えとしてあります。 

 

（会長） 

他にいかがでしょうか。全国的にも非常に珍しい先駆的な条例によって、こどもの意見を拾う仕組みを作

るということですが。部会長、この条例案を作る中でポイントになるようなトピックス、議論はございまし

たか。 

 

（部会長） 

まず、川西市が作るということで、川西市オリジナルな部分です。人権については非常早くから川西市は

取り組んでおられました。また、何かを実際にするというより、努めるという表現が多かったが、こども・若

者が意見表明・参加をできる条例にしていく、これを基にこども・若者が川西市に交流を持って生活をして

いただきたい、ということを念頭に置きながら条例を作成しました。 

 

（会長） 

他にいかがでしょうか。 

 

（委員） 

私は検討部会の一員として出ていたので、この条例案に関しては特にないですが、思いをお伝えさせてい

ただければと思います。大学の先生方の他、社協、就労支援、子育て支援など様々な分野のメンバーが集ま

っていて、検討する議論の中で、そういう視点もあるのか、と言葉一つ一つがすごく勉強になる時間でした。

市として積極的な姿勢を示す条例になったのではと感じています。今後はこの条例を機に、市の大人の姿勢

が変わったことがしっかりと見えるような動きにつながっていくことを期待しています。私も自分のフィー

ルドで出来ることはしていきたいと思っています。 

 

（会長） 

他にも委員会の中で部会に参加された方の感想やご意見をぜひいただきたいです。いかがでしょうか。 

 

（委員） 

私は参加しました。こども・若者も３月に開催されるのが最終だと思いますが、目標、目的を達したわけで

す。今後も、こども・若者は同じようにチームを作り、意見を言う場を会とか何とか委員会など継続をして、

意見を言う場を作ることもあるのでしょうか。条例は素晴らしく立派なものがあるのですが、条例を今後、
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 こどもたちの意見を吸い上げようということだと思いますし、それが何らかの形で散りばめられています。

私たちはそれを大切にしようとしています。せっかく代表として３名も行ったので、条例を作るだけでなく

何らかの形で活躍をする場、チームを大切にしていくとか、役割を担っていって川西市に貢献する場を作る

ということです。たくさんの事業が展開されていますが、条例に参加した子たちを大切にするべきかと思い

ました。 

 

（会長） 

これからこの条例に基づいていろいろなことを作っていただく必要があります。これは骨格のようなもの

で、それぞれの条項の中で肉付けをしていただくような形になろうかと思います。 

 

（委員） 

部会の委員として参加させていただき、感じたことです。非常に限られた時間ですが、かなりの回数、頻繁

に会議をした印象を持っています。我々も一度はこどもたちの意見を表明しているところに参加させていた

だき、様子を見ながら、どうしたらよいのか皆さんがそれぞれの立場で真剣に考えた会だったと振り返って

います。その中で私が大事だと思ったことですが、こどもたちが意見を表明するためには、大人が変わらな

ければいけないので、市民や幅広い団体が入っていると思います。また、こども・若者とくくると声の聞き

づらい方々が見過ごされないよう、かなり気にして議論をした印象を持っています。 

 

（会長） 

他にいかがでしょうか。 

 

（委員） 

条例案を読んで、この条例案に反映する内容ではないかもしれませんが、気になることが一つあります。

第 12条「こども・若者施策等に関するこども・若者の意見の聴取及び反映」で７項まで記載されていて、基

本的には意見を聞いて施策に反映させるようにするという内容が書かれていると思いますが、フィードバッ

クがこどもたちにどのように伝わるのか、気になります。フィードバックがあると、こどもたちも、意見し

た内容に対して、検討、結果の説明があると、より参加した実感が持て、愛着がわきます。その辺りは今後検

討される内容だと思います。 

 

（会長） 

今日、ご指摘いただいた第８条とか第 10 条に「ふさわしい」という言葉について、最終的に玉木部会長と

お話しをして、どう取り扱うか決めたいです。こどもが育つ、こどもを教育することについて、「ふさわしい」

というのは社会側からの押し付けになる恐れがあります。一方で、多様な人が暮らす中で社会的に結束して

いく、国際的なソーシャルワークの在り方について出ていて、結束、cohesion という言葉が出てきていたと

思います。要するに、多様だとは言っていますが、社会として一つのまとまりが必要です。そういうものを

どのように作っていくのかを今後考えていかなければいけません。多様な人が集まって、皆そのままでよい、

としてよいのでしょうか。次の世代を担うこどもたちがつながる、多くの人と社会の中でうまく暮らしてい

く何かを培う必要があると考えると、「ふさわしい」というのはかなり微妙な言葉だと思います。ただ、そこ

まで深読みする方が一般市民の中にどれだけおられるのか分かりません。そのようなことを部会長、委員の

先生と一緒に議論をして、11 月４日には答申するので、私たち何人かで集まってお話して決めさせていただ
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 いてよろしいでしょうか。私たちに一任していただく形です。もちろん、施行のとき、あるいはその前に、委

員の先生方にこういう形になりましたとお返しできたらと思います。委員、ご指摘いただいた点についてい

かがですか。 

 

（委員） 

ぜひそのような形で進めていただけるとありがたいです。９月 14 日にこどもたちのワークショップを見せ

ていただきました。前文の六つの項目にこどもたちの意見が色濃く反映されているのが、すごく画期的だと

思います。会議も小中学生から 20 代の若者の多様な世代がしっかりと意見を述べていて、世代間の交流が活

発だと思いました。これを、今回の参加条例を作るだけのためのものではなく、ぜひ第２期の計画など毎年

ワークショップのようなことを活用していってほしいと思いました。条例も作るだけではなく、活用してこ

そのものだと思うので、川西市にはこども議会もありましたが、教育の場でどのような形になるか分かりま

せんが、授業の一環で条例を使って皆で考える機会に活用していただけたらありがたいと思います。これも

自分の思いの押し付けになってしまうかもしれませんが、すごく画期的な条例だと思うので、皆で考えてほ

しいです。条例を作るまでではなく、来期以降もぜひやっていってほしいと思いました。 

 

（会長） 

そういう形で対応させていただきます。 

 

③第２期川西市子ども・若者未来計画（事務局案）等について 

 

（会長） 

続いて、次の事案が今日の２番目の大事なポイントです。川西市の計画について、本日の会議を終えてパ

ブリックコメントを行いますので、時間をかけてじっくりとご意見をいただきたいと思います。事務局から

ご説明をお願いします。 

 

（事務局） 

資料は３－１から３－４までです。まず、資料３－２をご覧ください。こちらは、「第３回子ども・若者未

来会議の意見をふまえた計画（案）修正対応表」で、前回の未来会議でいただいた意見と、事務局としての回

答を一覧にしている表です。こちらを簡単にご説明したうえで、全体のご意見をいただきたいと思っていま

す。１番から７番まであります。１番については、79 ページの注釈表記を変更しております。２番は、125 ペ

ージの「放課後児童健全育成事業（留守家庭児童育成クラブ）」の表が分かりにくいというご指摘がありまし

たので、表の見方のコメントを追加しております。続いて、128 ページ、「子育て短期支援事業（ショートス

テイ）」の延べ人数、延べ日数が分かりにくいということでしたので、延べ人数と明記しております。また、

140 ページの「具体的な内容と」という部分が分かりにくかったので、文言の削除などを行っております。５

番の 147 ページについて、閉園後の施設の具体化した内容を入れるべきというご意見があり検討しましたが、

子ども・若者未来計画の中で閉園後の施設の具体的な内容を入れるのは難しく、この点は修正できておりま

せん。次の６番については、いくつかあります。内容としては、148 ページからの第７章計画の推進体制で

す。前回の未来会議で議論いただき、いくつか修正がありましたので、大きく変わっているところかと思い

ます。具体的には、149 ページの下の辺りから PDCA サイクルを用いて、どういう進め方、進行管理をしてい

くのかを詳しく記載しております。また、計画の評価指標についても、関連性が分かりにくいとご意見をい
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 ただいたので、計画全体の評価指標と、それ以外の個別目標等に関する評価指標の二つに分けて、分かりや

すくする修正を加えております。また、評価指標 11 番は、意見表明に関する評価指標があると、計画と合わ

せ条例を作っているので、こども・若者参加条例作成の趣旨を踏まえ検討と意見がありましたので、11 番と

いう形で意見表明に関する指標を追加しております。矢印の意味が分かりにくいというご指摘もありました

ので、矢印についても分かりやすくコメントを追加しております。第７章の変更点は以上です。以上が前回

の会議でご意見いただいた部分です。これらの変更と併せて、その他に修正している部分もありますが、そ

れらを踏まえ第１章から第７章まですべての内容で現時点での最終案という形で提示をしております。12 月

にこの計画のパブリックコメント等を予定しております。パブリックコメント前の最終の審議会ですので、

第１章から第７章まで全体のご意見をお願いします。 

なお、第５章の量の見込みについては、こども誰でも通園制度、産後ケア事業など、国から方針が示される

のが遅れていた事業があり、量の見込みを現在作業中のものもございます。それらについては、事務局が確

認と精査を行ったうえで、最終的にこの計画に反映していきたいと思っておりますので、ご了承お願いしま

す。また、資料３－３、３－４として、本計画の概要版、やさしい版の案をお付けしています。やさしい版を

作るというのは、当初の会議の中でもご説明させていただきました。計画をパブリックコメントにかけてい

くにあたり、概要版、やさしい版を作成し、こども・若者を含めた幅広い方々にご理解いただけるような手

法を取っていきたいと思っています。現時点での案にはなりますが、この案についてご確認いただき、ご意

見お願いします。 

 

（会長） 

これまでご意見いただいた部分についての修正点をご説明いただきました。一部、国の提示が遅れている

事業があり今日に間に合っていませんが、パブコメにかけるときあたりには出てくると思います。その事業

については、委員の先生方もパブコメで見ていただけたらと思います。今回の会議がパブコメにかける最終

の会議となりますので、全般の意見をいただきたいです。特に第 7章に今回、手を入れていただいています。

また、評価指標についてもご意見をいただきたいです。やさしい版を作ってご提示していますので、やさし

い版の案についてもご意見をお願いします。いかがでしょうか。 

 

（委員） 

短期間で細かくまとめていただいて、大変わかりやすいものだと思います。その上で何点かあります。冊

子の２ページ目、一番下に「子どもから若者まで、切れ目なく施策を推進していきます」と、時系列による縦

のラインが綿密に途切れることがないと表現されています。106 ページから始まる「困難を有するこども・若

者とその家族の支援する」に関しては、横のつながりでの支援、いわゆる多機関による支援が必要になると

思います。149 ページの（１）の２、３行目に、「こどもや子育て支援、教育、福祉、保健、医療、労働など

の分野に関連する部局と十分な連携を図り、全庁において横断的に取り組むべき個別計画として位置づけて

います」とあり、「横断的」という言葉があります。「横断的」という言葉だけで済ませてしまうのが今までの

流れです。地域福祉計画では重層的支援体制整備事業として、多機関、部署が共働する図式が示されていま

す。それをこことリンクさせることで、こどものこと、福祉のことをすべて全庁的に網羅するイメージにも

つながると思いました。 

次に６ページです。「計画の期間」に「各年度において、実施状況や実績等について点検・評価を行うとと

もに、計画期間において、必要に応じて計画の見直しを行うものとします」とあり、いわゆる進捗管理だと

思います。しかし、128 ページについて、先ほどのところに「実施状況や実績等に基づいて点検」をするとあ
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 り、また、数値として、子育ての短期入所、短期支援事業、ショートステイのことがあり、その後に病児保育

のことが出てきますが、これはあくまで実績値でしか挙がっておらず、以前、ニーズとは異なる数字だと確

認していたと思います。なので、実績値から点検評価をすると、ニーズが置き去りになってしまうのではな

いかと感じます。29 ページでは、「仕事と子育てを両立するうえで大変なこと」というアンケート調査の結

果、就学前も就学後も「自分が病気・けがをしたときや子どもが急に病気になったときに、代わりに面倒を

みる人がいない」という数値が非常に高くなっています。特に就学前のデータを見ると、この枠だけが前回

調査よりも伸びています。つまり、ニーズがあり、実績値のみで点検・評価をするというのは、調査とのつじ

つまが合っていない感じがぬぐい切れません。 

 

（会長） 

今の３点はとても大事なご指摘だと思います。事務局はこちらのご検討をよろしくお願いします。他に何

かございますか。 

 

（委員） 

２ページの７行目、「DX の推進」とあり、デジタルフォーメーションと難しい言葉になっています。市民に

分かりやすくするために注釈を入れるか、代わりの言葉をお願いします。次に 18ページの「待機児童推移」

に「国基準」、「国基準外」という言葉が出てきますが、市民から見たら分かりません。79 ページの参考に注

釈があると思います。もしこの言葉が注釈に該当するなら、18 ページの一番下に米印で、79ページを参照く

ださいなどの表現があると、市民として読みやすく、理解しやすいと思います。また、85 ページから「各施

策の展開」ということで、一つずつ具体的に書いてあります。好みの問題ですが、89 ページの５「ボランタ

リー活動支」「援」となっていて、ずらしたほうが良いと思います。５の部分を 90 ページにずらして一つの

マスにすると全体がずれますが、94 ページには余白があるので処理できるのではないかと思います。また、

109 ページも４の部分が１行だけです。110 ページに余白があるので、ずらしたら読みやすくなると思いま

す。ご検討お願いします。 

 

（会長） 

言葉の注釈、読みやすいレイアウトをご再考ください。他にいかがでしょうか。 

 

（委員） 

資料３－２でご説明いただいた、５番 147 ページの「閉園後の施設の活用・転用」は、前回、私が意見し

ました。147 ページの２行に収まっていますが、もし川西市に他の計画があれば、そことリンクして考えてい

くと書いてもらえると、市民はこういう計画があるからここだけではないという理解が進みます。１行だけ

だと分かりません。結局うやむやな感じが否めません。他の計画とリンクできない表現ですが、まちづくり

全体の観点から、川西市の計画と勘案？して検討します、としていただけたら良いかと思います。 

 

（会長） 

他にいかがでしょうか。 

 

（委員） 

細かいところを２点です。一つは表現の問題ですが、子ども・子育て支援新制度の表記です。制度開始 10
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 年近くなり「新」を付ける必要があるのかということです。こども家庭庁の資料では、単に「子ども・子育て

支援制度」と記載している場合もあります。その辺りはどっちにしたらよいか分かりません。概要版、やさ

しい版は基本目標が中心の表記になっていると思いますが、全体で考えると基本目標だけで終わってしまう

のはよいのか、評価指標が概要版の基本目標の上に書いてありますが、目標をどう達成したかも含めて概要

版、やさしい版だと思います。評価指標の位置の問題かもしれませんが、目標だけを書いて終わってしまう

感じがあるのでご検討お願いします。 

 

（会長） 

事務局からコメントございますか。 

 

（事務局） 

いただいた２点について、新制度については検討したいと思います。概要版の内容についてはご指摘の通

りだと思います。あくまで現時点の案なので、ご意見をいただき検討を進めます。 

 

（会長） 

やさしい版について、今、気づいたところですが、基本目標１のところ、やさしい版の４ページです。それ

ぞれの目標の下に重点事業はどのようなものかを入れて、その上に目標を分かりやすく解説した文章があり

ますが、「お母さんと子どもを助けるために」という言葉に違和感があります。母子保健なのでお母さんと子

なのだろうと思いますが、妊娠、出産、子育ては親御さんが助け合って取り組むものです。母子保健の中に

もお母さんだけでなく、若い方々、お父さんも視野に入っているはずです。ひとり親家庭、未婚のお母さん

など様々な方がいることをすりこんだ上で、わざわざ「お母さんと子どもを助けるために」と書かなくても

よいと思います。児童福祉の専門家が協力しますというあたりでもいいのかという気がします。パブコメを

もらうときに、計画を全部見る方もいれば、分かりやすいところから見る方もいるので、それぞれの言葉を

見ていただけたらと思います。委員の先生方からいろいろな角度のご指摘、ご意見をお願いします。 

 

（委員） 

やさしい版についてです。すごくよい基本理念、基本目標を作っていただきましたが、３ページから６ペ

ージの後ろのほうに来ていて、２ページの計画を作るためのアンケート調査は最後でも良いと思います。基

本理念、基本目標をもっと見てもらえるように、上に持っていきたいと思います。同じように資料３―３の

内容骨格案も、「７　評価指標について」として、基本目標などが一番後ろに来ているので、これも前のほう

にアピールしたいという気持ちがあります。ここについて、皆さんから意見をいただいたり、こういうふう

に変わることが分かってもらえたりするとよいと思います。 

 

（会長） 

概要版は大体どこの自治体もこのような形で作ると思います。他にいかがでしょうか。 

 

（委員） 

やさしい版について言います。見せ方について、「イラストを入れます」とありますが、こども・若者のこ

とを書いていたり参加をしているということであれば、こどもたちに依頼して絵を描いてもらうなど、参加

をしてもらうのはどうでしょうか。こどもたちも参加していると目茶楽しそうにやっていて、仲良くなった
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 と思います。絵が上手なこどもがいたら活用するのも一つ、そうすれば見せ方として注目度という面では一

つのヒントと思います。イラストは誰が書くのか、業者に頼むのもよいですが、こども・若者が関われるよ

うなことがあれば、皆で作り上げていることが感じられると思います。 

 

（会長） 

事務局からコメントございますか。 

 

（事務局） 

今のご提案については非常に魅力的で検討したいと思いますが、時間の都合で出来る確証はできません。 

 

（会長） 

他にいかがでしょうか。 

 

（委員） 

計画の概要について、よろしいでしょうか。 

 

（会長） 

お願いします。 

 

（委員） 

乳幼児の子育て支援で活動しているので、そこを重点に見ました。重点施策と書いたいくつかの項目があ

り、そこが充実していくのかと期待しています。各事業の計画の実施内容を見ると、継続事業の中で、どこ

に今までよりどこに重点が置かれるのか、量的なのか、質的なのか、あまり伝わってきません。こうなるの

かというワクワク感がなく残念だと思います。いろいろとお考えがあり、書けること、書けないことがある

と思います。例えば、85 ページの９番「産後ケア事業、産前産後・ヘルパー派遣事業」の産前のヘルパーは

新しく出来上がってきたことだと思いますが、「必要な方に対し」というのが、必用ですと手を挙げた方のこ

となのか、こちらから必要だと思う人のことなのか、分かりません。出産・育児に関しては誰もがリスクと

隣り合わせなので、すべての家庭を対象に広がりがあったら嬉しいと思います。86 ページの２番「子育てコ

ーディネーター事業」も、通常から子育てコーディネーターに尽力されている方と思いますが、これを重点

にしてどうなっていくのか見えるような実施内容の記載だとありがたいと思います。新しい計画を見て、川

西市として向かう方向や充実させていきたいと思っていることが伝わるような表記だと嬉しいです。 

 

（会長） 

どうしても行政の計画になるとメニューが並んでくるような形になります。メニューを基にどのようなこ

とを展開したいのかというのは、それぞれの段落の冒頭の文章でお示ししていただいていますが、新たな事

業が加わることでどのようなまちづくり、暮らしづくりを考えているのかという膨らみがほしいという話で

しょうか。 

 

（委員） 

はい。重点に選んでいるからにはすごく思いがあります。大事だと思っていることは受け取れますが、も



13 

 う少し伝わってくるとよいと思います。１年間この計画で進むのであれば、この先どういうところをめざし

ているのかというところがあると、構成がある計画になると思います。 

 

（会長） 

今、ご指摘いただいたところで言うと、産後ケア事業だとか、産前産後ヘルパーの派遣事業を新たに取り

組むこと、母子保健と児童福祉の連携の強化を図ることがここに入ってくるわけですが、先ほど横断的だけ

でなく、重層的な地域の中での共同体制を作るというご指摘もありましたが、いろいろな施策領域が連携を

強化しながら、より産後ケアや産前産後の支援が必要な方へ人材を派遣することで、家族を支援し、適切な

サービスを提供し、環境整備に努め、その結果、妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援を受けられる

という暮らしとまちづくりを展開していくと、いろいろなところを集めてきて読めばそういうものになって

きます。いかがでしょうか。 

 

（委員） 

前回の第７章のいろいろな意見をすごく細かいところまで修正いただいて、ありがとうございました。私

は、評価や推進体制を研究しているので、すごく気になるのですが、計画を作るときにどう書いていくかは

すごく大事だと思います。なので、どう推進していくか、評価指標をどう作っていくのかはすごく大事だと

思っています。その辺りをかなり丁寧に修正いただいたと思っています。その上で、151 ページに指標を載せ

ていただきましたが、「基本目標等」と書いてあるのは、必ずしも基本目標と完全に合うということではない

と指し示していると思います。３つの基本目標があるならば、ある程度それに対応したものがあったほうが

良いと思います。量の見込みを立てなければいけない事業については別だと思いますが、そうではないもの

は、どうしていくのかがすごく大事だと思います。頻繁に変えるものでもないので、何を挙げていくかは慎

重に考えてなければいけないと思います。また、150 ページの「PDCA サイクル内容」の「評価（Check）」に

ついて、「事業実績シートを活用して」と書いてありますが、ここで初めて出ていると思います。これと前段

のいろいろな計画がどうリンクしているのか分かりません。各事業がどのように関係しているのか、１個ず

つ実績シートがあるのか、それともまとめてあるのか、委員として知っておきたいと思います。もう一つは、

今回新しく条例ができる中で、基本目標にもこどもの意見がきちんと反映できるようにということは出てい

ますが、もしそうであるなら、こどもの意見を入れることが評価の中に入っていてもよいかと思います。こ

こでそれを体現しても良いと思います。 

 

（会長） 

事務局からただ今の質問に対してコメントお願いします。特に事業実績シートについてお願いします。 

 

（事務局） 

事業実績シートですが、計画の期間のところでも「実施状況や実績等についてついて点検・評価を行うと

ともに」という表現あり、ここと少し絡んできます。各事業の進捗状況、推進状況について毎年確認する作

業を行っており、そのシートです。内容については、前回の未来会議で各事業の進捗、推進状況をご報告し

たかと思いますが、それが毎年行っている事業の実績、推進状況を確認している内容です。それぞれの事業

を一つ一つ確認しています。 
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 （会長） 

つまり、行政でよく用いている、それぞれの事業の数値を所轄している部署が達成度を評価している一覧

表のようなものでしょうか。事業一覧に付け加えて、部署が判断した達成状況が入っているものでしょうか。 

 

（事務局） 

そうです。事業ごとに達成状況を確認しているリストです。 

 

（会長） 

ここで「事業実績シート」と書いてしまうと、それはなにかとなります。それぞれの事業において施策の進

捗評価を可視化するものがあるということでしょうか。 

 

（事務局） 

そうです。もう少し分かりやすい表現にします。 

 

（会長） 

当事者、こどもや若者の意見をどこでもらうのかということも、見えてきたらすごいと思います。その点

について事務局からコメントございますか。この基本目標などに関係する評価指標の中では、児童生徒の割

合、学ぶことが楽しいなど、アンケートでこども・若者の声は反映される形でしょうか。 

 

（事務局） 

そうです。指標の中にそういうものは設けています。 

 

（会長） 

他にいかがでしょうか。 

 

（委員） 

先ほど事業実績シートについてお答えいただいて、詳しくご説明いただきありがとうございました。聞い

た意図がもう一つあり、そうであるならば書きぶり、一つ一つの事業をどうしていくかが並んでいるところ

もすごく重要だと思います。それを基に実績シートは作られるはずなので、計画として書いている文言が、

ただやることを書くのか、こうしたいと書くのか、このように持っていくと書くのか、それがすごく大事だ

と感じます。 

 

（会長） 

例えば、概要版の基本目標のリード文がそれぞれの事業の前に入っています。その書きぶりで、市として

何をめざしているのか分かりやすい。どこの文言を検討したらよいかということでしょうか。それぞれの基

本目標のリード文でしょうか、 

 

（委員） 

リード文も大事ですが、例えば、本体の基本目標４では一個一個ずつ事業が並んでいるかと思いますが、

これを詳しく読むかというと、よほど興味がある人しか読みません。一つ一つの事業の書きぶりも大事にな
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 ってくるのではないかということです。 

 

（会長） 

他にいかがでしょうか。 

 

（委員） 

概要版を手に取る市民は、どういう事業なのか、どういうことができるのか、実用性を求められる方が想

定されると思います。概要版は基本的の字面が書かれて、重点事業・イラストも書かれています。この中に

基本目標１から４までの「重点事業・イラストを入れます」となっていると思います。ページ数の兼ね合い

もあると思いますが、例えば、基本目標２などですでに継続事業として行っているものは、その事業の様子

が分かるような写真などを入れてほしいです。基本目標３では、どれだけ伸びているか、量を確保しなけれ

ばならないかという数値、過去のアンケートや計画から確認した評価指標がどう変わるのか、字面だけで推

進します、充実しますというのは、どれぐらい提供されるのか、比較対象が分かる計画の素案の最後にある

ような数値目標の一部を切り取って、重点事業・イラストの部分に入れていただくなど、見える化してほし

いです。どう変わるのかを知りたいと思います。やさしい版ではここまでは無理でしょうが、基本目標１の

重点事業の「子育てコーディネーター事業」がどのようなものかは活字だけでは分かりにくいです。基本目

標６になったら、こどもたちが話合っている様子など、見える化してほしいです。数値目標と事業がどのよ

うなものかが分かったほうがよいと思います。 

 

（会長） 

他にいかがでしょうか。 

 

（委員） 

82 ページから 84 ページまで新しい施策展開がカッコで囲われて書かれています。114 ページ基本目標６

「②　こども・若者の意見表明・参加の機会の充実」の中で、１番に新規として「（仮称）こども・若者参加

条例を踏まえた事業の実施」と条例を作っていく事業の実施が書かれています。84 ページの６の（１）①の

下にこれを挙げたほうがよいのではないでしょうか。参加条例の周知は近くにあると載っているのに、事業

の実施は 84ページに載っていないので載せるべきだと思います。事務局でご検討をお願いします。 

 

（会長） 

お願いします。 

 

（委員） 

２点ほど確認をさせていただきたいです。まず１点目です。先ほどから評価のお話があったと思いますが、

評価の右側に出典と書かれている部分があります。例えば、150、151 ページに「出典等」と書かれています

が、「出典等」の正式名称はどこかで示されるのでしょうか。２点目です。川西市の図が 20 ページと 142 ペ

ージに書かれていると思います。また、149 ページに PDCA サイクルの図が書かれていますが、少しにじんで

いて文字がつぶれている箇所も見えます。この辺りは、後ほど確認をした上で修正をかけられるのでしょう

か。 
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 （会長） 

事務局からコメントお願いします。 

 

（事務局） 

まず一つ目の指標の出典ですが、特にどこかでまとめる予定はありません。ここに載せている出典で確認

いただくと今は考えています。委員のご指摘としては、どこかでまとめて、分かりやすくしたほうがよいと

いうことでしょうか。 

 

（委員） 

元をたどりたい、確認をしたいという場合にこの情報だけでたどれるのでしょうか。何年のデータを使っ

ているのかというのは大事だと思います。「出典等」と書かれているので、正式なものの表記があったほうが

よいです。上のグラフ使っているところは何年出典と書かれています。なので、出典の正式名称があれば読

んでいるほうは分かりやすいと思います。これはご検討お願いします。 

 

（事務局） 

出典の内容を分かりやすくする点について検討します。地図については確かに若干にじんでいます。この

点については最終的になじまないような形で修正を加えたいと思います。 

 

（委員） 

ありがとうございます。 

 

（会長） 

出典という書き方でよいのでしょうか。要するに基準値、目標値に対するデータ根拠なので、保育所の待

機児童数など毎年国が調査しているもの、川西市独自にやっているものがあるのでしょう。出典というのは

違和感があります。評価のためのデータ根拠でしょう。事務局はたくさん宿題をいただきましたが、パブコ

メまでにすべて検討するのは難しいですが、極力ご配慮をお願いします。他にいかがでしょうか。 

 

（委員） 

文言はたくさんご意見ありました。文面や概要についてパブリックコメントをいただきますが、どれが一

番分かりやすくなればよいのでしょうか。私たちは意見を言ったり、事前に情報を得たりして作り上げてい

ますが、市民には突然出ていく訳です。これを市民が見たときに、（１）に「就学前の教育保育環境の整備」

が書かれていて、「就学前の教育保育施設の設備・充実」が具体的に分かるとよいです。具体的に言えば、新

しい園を設置する計画をしているとか、どこかに施設を作りますとか、そういうことが一つでも入っていた

ら分かりやすいのではないでしょうか。具体的にできているとか、計画案が展開できるとか、少しでも入っ

ていたら、わかりやすい。概要版、やさしい版で、分かってもらいたいこと、知ってもらいたいことがどの程

度の数値があり、このようにしているという具体的な事業や計画ができていることを明記する、難しい言葉

はあったとしても、図面、絵、具体的な園、事業があるとか、ボランティアがいるとかが少しでもあれば分か

りやすいのではないかと思いました。 
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 （会長） 

パブコメにかける段階でも案として完璧なものができるか、国は早く出してくださるとは思いますが、見

通せない部分があるので、今日いただいたご意見がすべてクリアできるかどうか心もとないです。これから

パブコメできっとたくさんのご意見がいただけるので、少なくともそれまでの間、案として固めていかなけ

ればいけません。そこの部分は事務局と私にパブリックコメントにかけるまで一任していただけますか。パ

ブコメにかかっている案を見ていただいて、委員の皆様方もパブコメ書いていただくこと可能です。ぜひ書

いていただいて、それを基に、またこの会議の中でパブコメの意見も踏まえながら、全体的に検討していけ

たらと思います。最終案を固めていけたらと思いますので、ぜひ見守っていただけたらと思います。条例案

については、11 月４日に市長に答申を行います。先ほどの「ふさわしい」という言葉をどう扱うかについて

は、私たち４人の学識経験者の間で意見を交わしながら取り扱いについて検討し答申させていただいてよろ

しいでしょうか。申し訳ございませんが、ご了承いただけたらありがたいです。 

 

（会長） 

委員の皆様方から何もなければ、事務局にお返ししようと思いますが、よろしいでしょうか。長時間にわ

たりいろいろな角度からのご提案、ご意見ありがとうございます。それでは、事務局にお返しします。よろ

しくお願いします。 

 

（事務局） 

委員の皆様、様々なご意見、ご協議賜りまして誠にありがとうございます。先ほど会長からもありました

が、本日いただいた様々な検討事項に関しては事務局と会長で改めて協議をさせていただき、計画案を最終

的に作り上げていきたいと思いますので、よろしくお願いします。委員の皆様におかれましては、適宜メー

ル等で情報提供をしますので、確認のほどよろしくお願いします。 

 

３．その他 

（事務局） 

次回の会議は、計画のパブリックコメント、議会の手続き等が終わる３月頃を予定しております。 

また改めてご案内しますので、よろしくお願いします。 

 

４.閉会 

（事務局） 

以上で本日の令和６年度第４回川西市子ども・若者未来会議を終了します。 

本日は誠にありがとうございました。 

 

　　　（閉会）


